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公民館活動における公民館職員の性格と役割

一旭川市における実態調査からー

〈卒業論文要約〉

社会教育ゼミ 41:手 加納好

iまじめに

本論文の課題は、戦後新たに社会教育鈎設として登場してきた公民館が、発足後 30年を経た現

在どの程度地域住民の間に定着しているのか、また公民館に活動の碁態を置く公民館職員は、現在

の公民館が置かれている状況‘公民館の主E])方、文公民館職員制度についてどの様に考えているの

かを実態調査をもとに探ることにある。本論文では北海道旭川市を例にと b、地域住民と公民館職

員を対象にした 2つの実態調変を行v..，両者の意識を比較・相関させることによって、よ b具体的

K現実の公民館活動、公民館職員の在b方について扱えようと試ている。 またこの様に地域住民

と公民館職員の意識を同時に抱える様左調査は、現状では非常に少なく意義深いものでるると考え

る。

l 日本の社会教育職員制度

戦前日本の社会教育職員は、社会教育会三事 国 1

に代表される様f(C‘「天皇と官吏Jという性 200 

格をもたされ、ぞこでの役割として[民衆教 | 社会教育主率

化J• r思想善導Jが特にあげられる。戦後
に入ってからは、その様な性格、役割は、戦

後の民主化の中で取 b除かれた様にみえたが、 150 

戦後いち早〈復活した社会教育主主義、社会教

育委員制度の中には、議前的特質を内包・継

承ナるものであった。ぞの後の法制過程にあ

っては、特に行政織員としての社会教育主事 100 
100 
( 1 95 51:手を 100とした指数の縫移〉

1955 1960 1963 1968 1971 

(年)

を中心とするものであって‘社会教育路設職

員、と bわけ公民館職員は法制化はされるも

のの、実質的規定に欠け、また任問にあたっ

ては教育長の推ぜんが必要であった丸ぞの

活動についても「館長の命をうけ」なければ

左ら念いなどか念 bの制約下にかかれているo

(文部省「社会教育調査報告書j
昭 30-46-"手よ担作成)

また戦後社会教管職員の量的念拡大は§ざましいものだが、そこにるってもやは b

喜裂が中心をなすものだった。
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2 日本の公民館の現状

公民館は社会教育法第 22条氏示されている様にその事業内容は非常に多面的であ台、その様

念事業に対して十分に対応してゆくためKは、公民館の施設・設備・職員の笥等が整備されなけ

れば念らない。

しかし現状では 2聞に示されている様に公

民館数は昭和 30年をピ}クに年々減少する

傾向にあム慢性的友地方財政の悪化の中で

公民館の地域住民に対する機能は低下してき

ているといえる。

また、公民館活動を支える公民館職員は昭

キ日 51年現在で公民館 1館あたlJ2.3:人であ 1万

図2 公民館数の推移

(鯨数)

8万

z万

るが、毒事t去の職員は O.6人と 1人にも満た念

い状態にある。さらに公民館の設置基準vq筒

たないものが半数以上を占めている。 24 28 30 35 38 46 51紹和)

また現在北海道には公民館が 36 2館あ b、そのうち 25 1舘が公民館本館であるが、施設面

ではかな b老朽化していることがうかがわれる〈翻民生参照)。設備面をみると、 会議室について

は、本館、分館ともに 90%以上の設備率だが談話室、関著書室等については各館ともか念 b低〈

をっている(図 5) 0 

国 8 建物経過年数 図5

100 

1 0年 1 0年¥ ( %) 

以上 未満

5 0弼 50% 

50 

箇 4 建築素材(本館関係)

施設設備芸名

91.9 
、
9 O~ 
、、
、、、、、
、
¥50.2 、、

5岳.6

本館

¥分館
33.3¥ 

、
'6.3 ~~~~-\6.0 

、~_.

10.8 

会
議
室

談
話
室

国
玄
関
室

ν
ク
室

体
者
同
・

昭和 48年「北海道社会教育調査報告書」ょ b作成
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職員活では、金調王子均よ bもやや多く、一館あた .b4人で、専任職員は L白人である。

この保氏現状での公民館は、筋設・設備・職員等の面から‘地域住民の多様ij:学習要求を的確

に抱援し、かつ社会教育法VC示された活動を十分に実施できる状態にあるとは言いがたい。

3 公民館職員の性格と役割

調査の概要を表 1に‘調査の領域を鴎 6VC示した(なな‘回答状況、回答者の属性の一端を、

本稿末VC付表‘付額として示してある)。

表 1 調査の概要

(1) 調査方法 I(1)住民調査

実施日 昭和 51年10月98-10月15日

回収 10月19 8 

対象地区 中央地区、神居地区、永山地区

調査方法学校調査

(2) 公民館職員調査

実施臼 招和 51年 10月 248-11月48

自i奴11月10日

対 象分館を除く全8館の公民館専在職員

調査方法郵送鵠査

同地域選定理由 I (1) 住民調査

(1) 都市部(中央地区〉と郊外(神居永山地区)とで地域住民

の意識の相違が期待できること。

{ロ) 中央‘神居、氷山地区は、大きく務工地域、住宅地域、半

農半都地域という様に性格づけができるため、各地域による

意識の相違が期待できる。

(2) 公民館職員調査

旭川市は、全国的・全道的にみても職員体制の面では窓まれ

てな丸かつ、公民館数も 8館と比較的に都市としては多く、

職員の簡に活発念意見が期待できる ζとO

(3) 分析視点 1(1) 住民謂査

男女別‘地域別、公民館利用の程度見Ijを中心にした。

(2) 公民館職員調査

公民舘での勤務年数、学歴、年代を中心にした。

旭川市には現在公民館が 8館ある。中央公民館、末広公民館を除く 6舘は町村合併の際に引き

継いだものであれまた中央公民館はそ制也理的条件から全市的視野にたって公民館活動を行う

には不利な位置にある。

-11-



図 6 !@JII市公民館区域配置図

函館本練
一ー団側--'--

--ー

題川駅

※斜練部分が調査領域

。

。東鷹楠
公民館

テぐ、宗谷本線

氷山¥で
公民館

ミミ
東旭川
公民館

また現在市の中心部に婦人施設として大雪婦人会館があるが、 ζの施設は成人男子も利用する

ことができ、地理的条件も良いことから‘か念 b広く利用されている(以下図6参照〉。

公民館の職員は 1館あた!J4，入、専人職員は 3.5人と全国・道王子均を上回ってなれ職員題で

は恵まれているとさえる。

地区住民の公民館利用状況は図 7からわか 関? 過去 1年間fて‘中央公民館、大雪婦人会
館、地区公民館(衿居、氷山)を利用した

る様に全体の 8叡程度の住民しか利用して:);. % もの。

らず‘ぞの利用回数も表2の通b過去 1年間 50 

に 1-2回の利用というものが最も多く、男

子では約 60 婦に達している。またその利用

区分も図 8・9に示すように、住民はより身

近念施設を利用してたり、中央地区てはf緑 25 

人会館 J を、持活・永山地症では「地~公民

館」を利用する者が多く念っている。特に婦

人会館を利用する者が中央・地区共K多く念

ョている ζとは注目すべきであるo

このほか注呂される中心部の施設として、

所管外ではあるが最近建設された市民文化会

館(主K貸館業務〉がある。
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(罰 8)中央地区

(男) (女)

(罰 9) 衿賠・永山地区

(努)

次κ、住民調査と公民館職員調査の結果を

まとめてみると次の様左ことがいえる。

第 1氏、地域住民と公民館職員との聞に意

識のズレが生じていることである。図 10は

「公民館活動は地域の教育・文化向上に役立

っていますかJという質問に対する回答であ

る。これによると地域住民は積極的vc公民舘

活動を評価し「役立っている Jとする者が

3 9.2%であるのに対して職員は全体の3/4

にあたる者が「役立っているJとしている。

また公民鎗職員数の面からの評価でも図11

K示した様に両者にか~!Jの援が生じている

ことがわかる。

また鴎 12は、地域住民の公民館職員vc対

する要裂をまとめたものであるが、地域住民

の最も望んでいることは、公民館での活

動の「広報・宣伝Jであり、職員の把え

たものとは大きく臭っている。

第 2氏、今後整備・充実すべき社会教

中央

公民館

(女)

一公民館活動に対する評価一

間 10 地域の教青・文化向上に対する

公民館活動の評価

住民

公民館活動時士也

被の教苦手・文化

向上に役立って
いる。

事費員

図11 公民館職員数からみた公民館

住民 公民館尊重負

←財政危機を押しても橋良~キ
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公民館職員Vて対する地元住民の要望間 12 育路設については、地域住民も公民館職

未
利
用
者

門ハハハ
利
用
者

公
民
館

た

門

M
M同

え把

望

の

逝

芦

間

関

門

の

職

民
館

住

de

畏

域

別

公

地

員も公民館をあげているが、特V亡地域住

民の施設要求は多様であることがわかる

5 0 

(図 13.14参照)。

現在市の中心部には成人施設と思われ

これκ対して地域住るものが少念いが、

民は、中央公民館のや心部移転ょ bも、

むしろ市民文化会館の利用に対して大き

12弼

2 0 

1 0 

念期待を持っていると言える(表s参照ゐ

そ
の
他

特

κ
な
し

管

理
住
民
の
相
談

K
の
る

活
動
へ
の

住
民
意
見
反
映

学
習
へ
の
参
加

広
報
笈
伝

労

表3 市の中心部での社会教育施設

の発展方向

¥¥¥¥¥  

金 不せ 未

用
利
用

体 者 者

中央公民館の
15.8 16.9 15.1 

中，c，'部移転

市民会館の利用の
49.9 46.4 51.6 

高度化

大警婦人会館の
5目4 8.6 3.6 

利用の高度化

大雪婦人会館の
4.3 3.6 4.6 

一般成人施設化

市立図書館の
13.2 14.9 12.2 

利用の高度化

青少年施設の新設 9‘5 6.6 10.9 

そ の 他 1.9 2.0 1.8 

間 M 今後整備充実すべき社会

教育施設(公民館職員)

その他

今後整備充実すべき社会教育施設(住民)

41 時 k~月間 \7.:;¥7.5¥ω 
脊/婦，送 J l 

乍 JJ 少/人ノ人/体育関係た:
ノ/施年/施/施/椀 殺，hj

f館 J/ 設"設/設/一一/他i

30.2 I7.7 k2114.4 ~.2191 1 24.1 1611 

博物館
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第 3V亡、図 15から地域住民 翻 15 地域住民の把えた公民館職員像

は公民館職員について、いわゆ

る「市の一般職員とは異なる j

と云考えている考が全体の4， 4.2 

係であるa また公民館織員は大

半が一般職員とは異念ると考え

てなb、地域住民も再様の湾ぇ

方であろうと考えている(圏16

参照)。

そしてその根拠は、教育的事

業を実施する点にないているが

わから念い 0.8係

社会教育を行う専門職負

路設で教育的事業を

実施する職員

‘国 16 公民館職員の職員としての自覚
地域住民から わ7がらない

は「社会教育

を行う専門職

員jであると

忠、われたいと

考えている者

が半数以上を

占め、職員の

間に意識の矛

盾がみられる。

第4v亡、公

民館職員は自

らの職務として、公民

館活動での家業の企磁・

立案実路という点VC1重

点を蜜いてなり、また

地域住民の学習活動に

対する指導・助言の罰

では、個人的在学習活

動に対ずるよりも、団

体的学習活動V亡対する

指導・助言を重んじて

いる。

第 5V亡、表4から地

域住民i黍動に対する公

施設で教育的事業を実施する職員
56係

公民館職員が抱えた地元住民の公民館職員像

52婦 32係

公民館職員として地域住民からどう忽われたいか

4，8係 32% 

表 4 地域住民運動への公民館織員の対町、

A 8 C p E 

積極的に参加し劫言・指導する 1 1 2 1 

地域住民からの強い求めがあれば
1 

参加し助言・指導する

住民からの求めがあれば参加し助活・
1 1 1 

指導するが公務員の枠内向艮られる

一市民として念ら参加する 1 1 

公民館の管理逮営で忙し〈て参加で
き念い

ぞの時V亡をら念ければわから念い Z Z 

公務員である以上参加でき ~v> 1 1 

ぞ の 他 1 

民館職員の対応、は様々 A ・B・C…の意味については本稿末付表 3参照
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公民館運営審議会に対する評価(公民館職員)

その他 地域住民の意見が反映される

ので役立っている

国 17 
だが、特V亡その理由とし

て公務員であるという点

形式的左審議会にな b易

いのであま b役立ってい

念い

に職務の限界が現れてな

b ‘社会教育車業員として

の活動の上で制約を受け

72孫

ているが故Uてこの様左様

左いかと考えられる。

第 6VL‘公民館職員は、

公民鎗遼審ゃ社会教育委

1<1，::対応、が現れるのでは

公民館活動の中氏地域

住民の意見が反映して

いるか(住民謂蜜)

49.6 

図 19 祉会教育委員会議

について

図 18 員会議VL対して批判的で‘

34.8 

係

40 

もっと

強化すべき

60% 

ぞの指導力の点で改善、

強化を望んでいると言え

1 8、ム図 17、

1 9参照〉。

また公民館職員の研修

る(

については、今までK何

等かの研修会に参加した

ものは 48 %で、ぞの回

数も少念い。研修の必要

研修の場として国 20 
ほとんど

の職員が必要性を感じて

性については、

いるが‘具体的研修の場

わ
か
ら
念
い

い
な
い

反
映
し
て

一
言
え
・
な
い

y
y
D
Pり
ん

γも

反
映
し
て
い
る

V亡対しては、既存の研修

体需IJの中では自らの学習

要求を満たすことはでき

地方レベル

38.0% 

1，::いとする者が約 1/4

いた ζとは注目すべき事

だと思う(図 20参照、)0

第7V亡、特に公民館VL

なける専門職員としての公民館主事に対しては、制度的に必要であるとする者は職員全体の 40 

比較的少念いが、主主蓄の専門性については、か念 b積極的に評価して、 f専門性があ

るJとしている。また現状の公民館主事制度に対してはか左 b不満を示してがb、旭川市にない

ても公民館主事として発令する必要がないとする者が圧倒的に多く在っている(国 2し

婦であり、

2 2、

表 5参照、)0 

第 8V亡、現在、社会教育の専門職員として位置づけられている社会教育主義の資格については

表 6V乙示されている様に積極的に取得したいとする者は半数以下であることがわかる。
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4 ~ 

一公民館主義vc対しての公民館職員の意識~

図 21 公民館主事の必要性 図22 公民館主事の専門性について

無回答 専門性は;1:い無回答

5 2 % 

特殊な知識・技

誌を持フ職務で

あるが専門性

は持た左Ii、

特殊な知識・

技術を持つ職務

念ので専門性を持

っている

表 5 旭川市での公民館主事の発令について

一一一------ A 8 C D E 
主主義と同様の職務を来し 2 
ているので発令して欲しい

主事としての職務が果せ 1 
ないので発令して欲しい

主主義としての職務を果し
I 1 1 

て念いので発令はいら;1:¥/:1

主主語としての職務を果し 2 3 呂 I 
ているが発令はいらだt¥ρ

ぞ の 他 1 1 

無 自 答 1 

表 6 社会教育主主義の資格取得にづいて

-------一一一--
A B C D E 

吉正に取得している 1 

是非取得したい 1 

機会があれば取得したい 4 1 1 

特に取得したいと恩わ念い 8 3 1 1 

取得したくない 1 

わからない 1 

と め

F 

2 

1 

1 

1 

2 

F 

3 

4 

専門的念指導・

助言を与え

るのだか

ら専門

性を持

60% 

言十

4 

1 

4 

10 

呂

8 

1 

1 

9 

12 

1 

1 

第自主主では、調査結果をいくつかの点にまとめてみた O ぞれからわかることは、現状1le.川市

にないては、公民館利用状況からわかる様に公民館が十分κ地域住民の間に定策しているとは苦

いがたいが、 しかし地域住民の問には‘公民館を療援的に評価している。また、公民館耳議員Vc:-xjして

「もっと学習活動に参加してほしいム「もっと相談にのってほしい」など数的には少ないが、
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さらに公民館の教育的機能を生かすうえで公民館の職員に公民館を地域住民自らのものと考え、

大き念期待をかけているのではないかと考えられる念ど、公民館を教育・文化向上の拠点と考え

i護審や

る姿勢がみられる。

また公民館職員自身も、自らを社会教育職員と自覚し、公民館を評価しているが故V亡、

社会教育委員会議念どK改善・強化を望み、 よ.T:H豊かな公民館活動を展開してゆこうとする姿勢

がみられる。しかし、公民錦織員としての専門職化への志向は‘制度的だと形式よ bも、内容面、

質的な面での志向が強い様vc感じられた。
以上の結果から論文の課題である公民館職員の性格と役割を考えてみるならば、次の点に要約

できると

公民館職員は地域住民の喜婆芸E婆裳.学習婆求を的確κ把握し、潜在的在学習婆求を擬bなこし、」を

れを学習活動へと組織してゆかねばなら念いだろう。またその前提として公民館職員は弓噺の研

修が必婆であ丸研修の機会の制度化を要求するとともに、革主員自身が主体的に研修κ参加する

姿勢を持たねば念らないということである。

回答者の地域別年令構成

20代 30代 40代 50代 60代 言十

中央 1 I 118 121 11 10 261 

持層 4 I 121 79 4 4 212 

永山 86 4 179 

計 5 I 328 286 19 14 652 

中央 14 205 42 2 5 268 

同瓦Go165 30 1 5 211 
永山 2 I 148 35 2 s 190 

言十 26 518 107 5 13 669 

合計 31 846 393 24 27 1.321 

付表z

男

女

回答数、回答率

全体配布部数 1.67 2 (男 843女 829)

全体回収部数 1.321 (男 652女669)

全体回収率 79.0% 

地域別配布部数

中央地区 720 

神居 H 468 

永山 H 484 

地域別間収部数

中央地琵 529 ( 73.5係)

神居 H 42 3 (90.4%) 

永山 H 36 9 ( 7 6.2 %) 

付表1

公民館職員の学歴

40% 

付図 1

大

公民館職員の勤務年数‘年令構成

公民館勤務 年令構成

数
職員数

50代年 20代 30代 40代

A -1年 4 a 1 

B 1-2年 5 z 1 z 

C 2-3年 5 B 1 z 

D3-4年 2 1 1 

E4-5&F z 1 1 

F 5- 年 7 5 z 

言十 25 8 3 11 s 
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付表 B

公

民

館

職

員

の

構

成


